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平
成
十
七
年
十
一
月
四
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
南
樺
太
、
千
島
列
島
の
国
際
法
的
地
位
な
ど
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付

す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
四
日
受
領

答

弁

第

三

九

号



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
南
樺
太
、
千
島
列
島
の
国
際
法
的
地
位
な
ど
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
一
般
的
に
、
一
度
も
他
の
国
の
領
土
と
な
っ
た
こ
と
が
な
い
領
土
と
い
う
意
味
で
、
「
固
有
の
領
土
」

と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

竹
島
は
、
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

尖
閣
諸
島
は
、
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
り
、
現
に
我
が
国
は
こ
れ
を
有
効
に
支
配
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

択
捉
島
、
国
後
島
、
色
丹
島
及
び
歯
舞
群
島
の
北
方
四
島
は
、
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
。

五
及
び
六
に
つ
い
て

我
が
国
は
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
（
昭
和
二
十
七
年
条
約
第
五
号
。
以
下
「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
」
と
い

う
。
）
に
基
づ
き
、
千
島
列
島
及
び
我
が
国
が
千
九
百
五
年
九
月
五
日
の
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
の
結
果
と
し
て
主
権
を
獲
得
し

一



た
樺
太
の
一
部
等
（
以
下
「
南
樺
太
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
す
べ
て
の
権
利
、
権
原
及
び
請
求
権
を
放
棄
し
て
お
り
、
千

島
列
島
及
び
南
樺
太
は
、
我
が
国
の
領
土
で
は
な
い
。

七
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
一
般
的
に
、
他
国
と
の
間
で
解
決
す
べ
き
領
有
権
の
問
題
と
い
う
意
味
で
、
「
領
土
問
題
」
と
い
う
表

現
を
用
い
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

竹
島
を
め
ぐ
る
領
土
問
題
は
存
在
す
る
。

九
に
つ
い
て

北
方
四
島
を
め
ぐ
る
領
土
問
題
は
存
在
す
る
。

十
に
つ
い
て

尖
閣
諸
島
を
め
ぐ
る
領
土
問
題
は
存
在
し
て
い
な
い
。

十
一
及
び
十
二
に
つ
い
て

ユ
ジ
ノ
サ
ハ
リ
ン
ス
ク
を
州
政
府
所
在
地
と
す
る
ソ
ビ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
及
び
こ
れ
を
承
継
し
た
ロ
シ
ア
連
邦

二



の
行
政
区
画
で
あ
る
サ
ハ
リ
ン
州
は
、
我
が
国
企
業
が
参
加
す
る
大
規
模
資
源
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施
等
に
よ
り
多
数
の
邦

人
が
進
出
す
る
等
、
邦
人
保
護
等
の
領
事
事
務
の
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
た
。
政
府
と
し
て
は
、
我
が
国
が
サ
ン
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
平
和
条
約
に
基
づ
き
、
千
島
列
島
及
び
我
が
国
が
千
九
百
五
年
九
月
五
日
の
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
の
結
果
と
し
て
主
権
を

獲
得
し
た
南
樺
太
に
対
す
る
す
べ
て
の
権
利
、
権
原
及
び
請
求
権
を
放
棄
し
て
お
り
、
そ
の
帰
属
に
つ
い
て
の
見
解
を
述
べ

る
立
場
に
な
い
こ
と
、
我
が
国
が
こ
れ
ら
の
地
域
に
つ
い
て
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
に
基
づ
き
す
べ
て
の
権
利
、
権

原
及
び
請
求
権
を
放
棄
し
て
以
降
、
ソ
ビ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
及
び
こ
れ
を
承
継
し
た
ロ
シ
ア
連
邦
が
継
続
的
に
現

実
の
支
配
を
及
ぼ
し
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
ロ
シ
ア
連
邦
以
外
の
い
か
な
る
国
家
の
政
府
も
領
有
権
の
主
張
を
行
っ
て
い

な
い
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
千
島
列
島
及
び
南
樺
太
を
含
む
地
域
を
管
轄
地
域
と
す
る
在
ユ
ジ
ノ
サ
ハ
リ
ン
ス
ク
日
本
国
総
領

事
館
を
設
置
し
た
も
の
で
あ
る
。

三


